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規 則 

 

委 員 会 等 の 職 員 等 に 対 す る 知 事 の 権 限 の 一 部 委 任 等 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 し ま す 。  

令 和 七 年 七 月 一 日  

三  重  県 知  事   一   見   勝   之  

三 重 県 規 則 第 五 十 一 号  

委 員 会 等 の 職 員 等 に 対 す る 知 事 の 権 限 の 一 部 委 任 等 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則  

委 員 会 等 の 職 員 等 に 対 す る 知 事 の 権 限 の 一 部 委 任 等 に 関 す る 規 則 （ 昭 和 四 十 二 年 三 重 県 規 則 第 十 六 号 ） の 一 部

を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

改   正   後  改   正   前  

別 表 第 一 （ 第 二 条 関 係 ）  別 表 第 一 （ 第 二 条 関 係 ）  

 （ 略 ）  （ 略 ）    （ 略 ）  （ 略 ）   

 教 育 長  一 ～ 五 （ 略 ）  

六  三 重 県 立 学 校 体 育 施 設 の 使 用 料 に 関 す る

条 例 （ 平 成 三 十 一 年 三 重 県 条 例 第 二 号 ） の 規

定 に よ る 次 の 事 務 に 関 す る こ と 。  

イ （ 略 ）  

ロ  第 四 条 第 二 号 の 規 定 に よ る 照 明 設 備 及

び 空 調 設 備 の 使 用 料 の 決 定 及 び 徴 収 

  教 育 長  一 ～ 五 （ 略 ）  

六  三 重 県 立 学 校 体 育 施 設 の 使 用 料 に 関 す る

条 例 （ 平 成 三 十 一 年 三 重 県 条 例 第 二 号 ） の 規

定 に よ る 次 の 事 務 に 関 す る こ と 。  

イ （ 略 ）  

ロ  第 四 条 第 二 号 の 規 定 に よ る 照 明 設 備 の

使 用 料 の 決 定 及 び 徴 収  

 

    

 （ 略 ）  （ 略 ）    （ 略 ）  （ 略 ）   

  

附  則  

こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

 

三 重 県 半 島 振 興 対 策 実 施 地 域 に お け る 県 税 の 特 例 措 置 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公

布 し ま す 。  

  令 和 七 年 七 月 一 日  

                   三  重  県  知 事   一   見   勝   之    

三 重 県 規 則 第 五 十 二 号  

三 重 県 半 島 振 興 対 策 実 施 地 域 に お け る 県 税 の 特 例 措 置 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則  

三 重 県 半 島 振 興 対 策 実 施 地 域 に お け る 県 税 の 特 例 措 置 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 （ 昭 和 六 十 一 年 三 重 県 規 則 第 五 十

号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

改   正   後  改   正   前  

（ 特 別 償 却 設 備 に 係 る 所 得 の 計 算 ）  （ 設 備 に 係 る 所 得 金 額 等 の 計 算 ）  

第 一 条  三 重 県 半 島 振 興 対 策 実 施 地 域 に お け る 県 税 の 特

例 措 置 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 六 十 一 年 三 重 県 条 例 第 四 十

三 号 。 以 下 「 条 例 」 と い う 。 ） 第 二 条 第 一 号 の 当 該 特

別 償 却 設 備 に 係 る も の と し て 規 則 で 定 め る と こ ろ に

よ り 計 算 し た 額 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 区 分 ご と に そ れ

ぞ れ 当 該 各 号 に 定 め る 算 式 に よ っ て 計 算 し た 額 と す

る 。  

第 一 条  三 重 県 半 島 振 興 対 策 実 施 地 域 に お け る 県 税 の 特

例 措 置 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 六 十 一 年 三 重 県 条 例 第 四 十

三 号 。 以 下 「 条 例 」 と い う 。 ） 第 二 条 第 一 号 の 当 該 設

備 に 係 る も の と し て 規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り 計 算

し た 額 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 区 分 ご と に そ れ ぞ れ 当 該

各 号 に 定 め る 算 式 に よ つ て 計 算 し た 額 と す る 。  

一  そ の 行 う 主 た る 事 業 が 電 気 供 給 業 （ 電 気 事 業 法

（ 昭 和 三 十 九 年 法 律 第 百 七 十 号 ） 第 二 条 第 一 項 第 二

号 に 規 定 す る 小 売 電 気 事 業 （ こ れ に 準 ず る も の を 含

む 。 ） を 除 く 。 以 下 同 じ 。 ） 、 ガ ス 供 給 業 又 は 倉 庫

一  そ の 行 う 主 た る 事 業 が 電 気 供 給 業 （ 電 気 事 業 法

（ 昭 和 三 十 九 年 法 律 第 百 七 十 号 ） 第 二 条 第 一 項 第 二

号 に 規 定 す る 小 売 電 気 事 業 （ こ れ に 準 ず る も の を 含

む 。 ） を 除 く 。 以 下 同 じ 。 ） 、 ガ ス 供 給 業 又 は 倉 庫
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第 一 号 様 式 か ら 第 九 号 様 式 ま で を 次 の よ う に 改 め る 。  

業 の 法 人 の 場 合  業 の 法 人 の 場 合  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二  前 号 以 外 の 場 合  二  前 号 以 外 の 場 合  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ ・ ３  （ 略 ）  ２ ・ ３  （ 略 ）  

（ 不 均 一 課 税 の 決 定 通 知 ）  （ 不 均 一 課 税 の 決 定 通 知 ）  

第 三 条  県 税 事 務 所 長 は 、 前 条 の 申 請 が あ っ た 場 合 に は 、

こ れ を 審 査 し 、 当 該 申 請 に 係 る 県 税 の 不 均 一 課 税 を 決

定 す る と と も に 、 当 該 申 請 を し た 者 に 対 し 、 次 の 各 号

に 掲 げ る 区 分 に 応 じ 、 当 該 各 号 に 定 め る 通 知 書 に よ り

通 知 す る も の と す る 。  

第 三 条  県 税 事 務 所 長 は 、 前 条 の 申 請 が あ つ た 場 合 に は 、

こ れ を 審 査 し 、 当 該 申 請 に 係 る 県 税 の 不 均 一 課 税 を 決

定 す る と と も に 、 当 該 申 請 を し た 者 に 対 し 、 次 の 各 号

に 掲 げ る 区 分 に 応 じ 、 当 該 各 号 に 定 め る 通 知 書 に よ り

通 知 す る も の と す る 。  

 一 ～ 四  （ 略 ）   一 ～ 四  （ 略 ）  

県内において当該

法人又は個人に課

する事業税の課税

標準となるべき当

該事業年度又は当

該年に係る所得 

当該新設し、又は増設し

た設備に係る従業者の数 

当該設備を新設し、又は

増設した者が県内に有す

る事務所又は事業所の従

業者の数 

× 

県内において当該

法人又は個人に課

する事業税の課税

標準となるべき当

該事業年度又は年

に係る所得 

当該特別償却設備に係る

従業者の数 

当該特別償却設備設置者

が県内に有する事務所又

は事業所の従業者の数 

× 

県内において当該

法人に課する事業

税の課税標準とな

るべき当該事業年

度に係る所得 

当該特別償却設備に係る

固定資産の価額 

× 

当該特別償却設備設置者

が県内に有する事務所又

は事業所の固定資産の価

額（主たる事業が電気供

給業又はガス供給業の法

人にあっては当該固定資

産の価額のうち半島振興

法（昭和 60 年法律第 63

号）第 17 条各号に掲げる

事業の用に供する施設又

は設備に係る固定資産の

価額） 

県内において当該

法人に課する事業

税の課税標準とな

るべき当該事業年

度に係る所得 

当該新設し、又は増設し

た設備に係る固定資産の

価額 

× 

当該設備を新設し、又は

増設した者が県内に有す

る事務所又は事業所の固

定資産の価額（主たる事

業が電気供給業又はガス

供給業の法人にあっては

当該固定資産の価額のう

ち半島振興法（昭和 60 年

法律第 63 号）第 17 条各

号に掲げる事業用の設備

に係る固定資産の価額） 
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 第１号様式（第２条関係） 

年  月  日  

 県税事務所長 宛て 

申 
 
 
 

請 
 
 
 

者 

住 所 
 

氏 名  

個 人 番 号  

生 年 月 日 年  月  日生 

事務所又は事
業所の所在地 

 

屋 号 
 

電 話 番 号  

事 業 の 種類 
 

個人の事業税の不均一課税申請書 

 三重県半島振興対策実施地域における県税の特例措置に関する条例第３条の規定
により、次のとおり申請します。 

不均一課税を受けようとする年度 年 度 

当該特別償却設備（注１）を事業の用に供した日 年  月  日 

本県分の課税標準となる所得        (イ) 円 

本県内の事務所又は事業所の従業者の数   (ロ) 人 

当該特別償却設備に係る従業者の数     (ハ) 人 

当該特別償却設備に係るものと
して計算した所得 (イ)×

(ハ)

(ロ)
 (ニ) 円 

三重県県税条例第48条の４に規定する税率  (ホ)   
100 

不均一課税による税率           (ヘ)   
100 

税 額 
(ニ) × (ホ)  (ト) 円 

(ニ) × (ヘ)  (チ) 円 

軽  減  税  額 (ト) － (チ)    (リ) 円 

既に軽減の確定した当該年度分の税額    (ヌ) 円 

この申請により軽減を受けようとす
る税額 (リ)－(ヌ) 円 

注 １ 当該特別償却設備とは、三重県半島振興対策実施地域における県税の特例措置 

に関する条例第２条第１号に定めるものをいう。 

２ この申請書は、課税地の県税事務所長に対し、２部提出すること。 
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第２号様式（第２条関係） 

年  月  日  

 県税事務所長 宛て 

申 
 
 
 

請 
 
 
 

者 

所 在 地 
 

法 人 名 
 

代 表 者
氏 名  

法 人 番 号  

この申請に
応答する者
の 氏 名 

 
電話
番号 

 

事業の種類 
 

法人の事業税の不均一課税申請書 
 三重県半島振興対策実施地域における県税の特例措置に関する条例第３条の規定
により、次のとおり申請します。 

不均一課税を受けよ
うとする事業年度 

年  月  日から 
年  月  日まで 

申告納付
期 限 

年  月  日 

当該特別償却設備（注１）を事業の用に供した日 年  月  日 

主たる事業が電気供
給業（注２）、ガス供
給業又は倉庫業の場
合 

当該特別償却設備に係る固定
資産の価額 (イ) 円 

本県内に有する事務所又は事
業所の固定資産の価額 (ロ) 円 

主たる事業が上記以
外の場合 

当該特別償却設備に係る従業
者の数 (ハ) 人 

本県内に有する事務所又は事
業所の従業者の数 (ニ) 人 

区 分 
課税標準 

(Ａ) 
 (注３) 

(イ)

(ロ) 又は
(ハ)

(ニ)  

  (Ｂ) 

当該特別償却設備

に係る課税標準 

(Ａ)×(Ｂ) (Ｃ) 

税率 
(Ｄ) 

税 額 
(Ｃ)×(Ｄ) 

軽減税額 

所 
 
 
 
 

得 
年  万円以下の

金額 

① 

円  円   
100 

円 
(ホ) 

円 
(ホ)－(ヘ) 

  
100 (ヘ) 

年  万円を超え

年  万円以下の

金額 

② 

  
  
100 (ト) 

(ト)－(チ) 

  
100 (チ) 
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年  万円を超え

る金額 

③ 

   
  
100 (リ) 

(リ)－(ヌ) 

  
100 (ヌ) 

計 

① ＋ ② ＋ ③ 

    
(ホ)+(ト)+(リ) 

(ル) 

(ル)－(オ) 

(ヨ) 

(ヘ)+(チ)+(ヌ) 

(オ) 

軽減税率不適用

法人の金額 

   
  
100 (ワ) 

(ワ)－(カ) 

(タ) 

  
100 (カ) 

既に軽減の確定した当期分の税額 (レ) 円 

この申請により軽減を受けようとする税
額     (ヨ)－(レ)又は(タ)－(レ) 

円 

注 １ 当該特別償却設備とは、三重県半島振興対策実施地域における県税の特例措置 

    に関する条例第２条第１号に定めるものをいう。 

２ 電気事業法第２条第１項第２号に規定する小売電気事業（これに準ずるものを 

含む。）を除く。 

３ 「課税標準（Ａ）」欄は、事業税の申告書の課税標準欄より、それぞれ該当す 

る金額を転記すること。 

４ この申請書は、課税地の県税事務所長に対し、２部提出すること。 
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第３号様式（第２条関係） 

年  月  日  

 県税事務所長 宛て 

申 
 
 

請 
 
 

者 

住 所 
（所 在 地） 

 

氏 名 

(名 称 及 び
代表者氏名) 

 

個人番号又は
法 人 番 号  

この申請に応
答する者の氏
名 

 電話
番号 

 

事 業 の 種類 
 

不動産取得税の不均一課税申請書 

 三重県半島振興対策実施地域における県税の特例措置に関する条例第３条の規定

により、次のとおり申請します。 

土 
 
 
 
 

地 

所 在 地 
 

地 積 平方メートル 

取 得 年 月 日       年  月  日 

当該特別償却設備（注
1 ） の 建 設 着 工 日       年  月  日 

取 得 価 額 円 

家 
 
 
 
 

屋 

所 在 地 
 

床 面 積 平方メートル 

取 得 年 月 日       年  月  日 

取 得 価 額 円 

事 業 の 用 に 供 し た 日       年  月  日 

当該特別償却設備の概要 

 

注 １ 当該特別償却設備とは、三重県半島振興対策実施地域における県税の特例措置 

に関する条例第２条第１号に定めるものをいう。 

２ この申請書は、課税地の県税事務所長に対し、２部提出すること。 
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第４号様式（第２条関係） 

年  月  日  

 県税事務所長 宛て 

申 
 
 
 

請 
 
 
 

者 

住 所 
（所在地） 

 

氏 名 

(名 称 及 び
代表者氏名) 

 

個人番号又は
法 人 番 号  

この申請に応
答する者の氏
名 

 
電話
番号  

事 業 の 種類 
 

固定資産税の不均一課税申請書 

 三重県半島振興対策実施地域における県税の特例措置に関する条例第３条の規定

により、次のとおり申請します。 

当該特別償却設備（注１）の所在
地 

 

当該特別償却設備の取得年月日 年  月  日 

大規模
償却資
産の課
税標準
額 

総 額 円 

市 町 課 税 標 準 額 円 

県 課 税 標 準 額 円 

上記のうち不均一課税を受けよ
うとする当該特別償却設備の課
税標準額          (イ) 

円 

三重県県税条例第159条に規定す
る税率          (ロ) 

  
100 

不均一課税による税率   (ハ)   
100 

税 額 
(イ) × (ロ)   (ニ) 円 

(イ) × (ハ)   (ホ) 円 

この申請により軽減を受けよう
とする税額     (ニ)－(ホ) 円 

当 該 特 別 償 却 設 備 の 概 要 
 

注 １ 当該特別償却設備とは、三重県半島振興対策実施地域における県税の特例措置 

に関する条例第２条第１号に定めるものをいう。 

２ この申請書は、課税地の県税事務所長に対し、２部提出すること。 
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 第５号様式（第３条関係） 

税第    号  

年  月  日  

        様 

県税事務所長        □印   

個人の事業税の不均一課税決定通知書 

     年  月  日付けの申請に係る個人の事業税の不均一課税について、

次のとおり決定した
下記の理由により認められない

ので三重県半島振興対策実施地域における県税の特

例措置に関する条例施行規則第３条の規定により通知します。 

申 請 に 係 る 年 度 年度 

当該特別償却設備を事業の用に供した日 年  月  日 

本県分の課税標準となる所得       (イ) 円 

本県分の事務所又は事業所の従業者数   (ロ) 人 

当該特別償却設備に係る従業者数     (ハ) 人 

当該特別償却設備に係るもの
として計算した所得 (イ)×

(ハ)

(ロ)
  (ニ) 円 

三重県県税条例第48条の４に規定する税率 (ホ)   
100 

不均一課税による税率          (ヘ)   
100 

税 額 
(ニ) × (ホ)   (ト) 円 

(ニ) × (ヘ)   (チ) 円 

軽 減 す る 税 額  (ト) － (チ)   (リ) 円 

既に軽減の確定した当該年度分の税額   (ヌ) 円 

この通知により軽減する税額    (リ)－(ヌ) 円 

不均一課税で
きない理由 
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注 この通知書の記載事項について不服がある場合は、この通知書を受け取った日の翌 

日から起算して３月以内に、三重県知事に対して審査請求をすることができます。審 

査請求書については、なるべく県税事務所長を経由して２通提出してください。 

処分の取消しの訴えは、この処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなけ 

れば提起することができません。この処分の取消しの訴えは、この裁決があったこと 

を知った日の翌日から起算して６月以内に、三重県を被告として（訴訟において三重 

県を代表する者は三重県知事となります。）、提起することができます。 

   なお、①審査請求があった日から３月を経過しても裁決がないとき、②処分、処分 

の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、 

③その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるときは、この裁決を経ずに訴訟を 

提起することができます。 

   ただし、上記の期間が経過する前に、この処分があった日の翌日から起算して１年 

を経過した場合は、審査請求をすることができなくなり、また、審査請求に対する裁 

決のあった日の翌日から起算して１年を経過した場合は、処分の取消しの訴えを提起 

することができなくなります。なお、正当な理由があるときは、上記の期間やこの処 

分（審査請求に対する裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過した後であっ 

ても審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することが認められる場合があ 

ります。 
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第６号様式（第３条関係） 
 

税第    号  

年  月  日  

          様 

県税事務所長        □印   

 

法人の事業税の不均一課税決定通知書 

 

     年  月  日付けの申請に係る法人の事業税の不均一課税について、三重県半島振興対

策実施地域における県税の特例措置に関する条例施行規則第３条の規定により、次のとおり

決定しました
認められないので通知します。 

申請に係る事業
年度   年  月  日から  年  月  日まで 申 告 

区 分  

当該特別償却設
備を事業の用に
供した日 

（ 次） 
年  月  日 

（ 次） 
年  月  日 

（ 次） 
年  月  日 

当該特別償却設備に係る従業者の数、固定資産の価額 
(イ) 

本県内に有する事務所又は事業所に係る従業者の数、固定資産
の価額                       (ロ) 

按     分     率     ○Ａ (イ)／(ロ) 

区    分 課税標準（円）○Ｂ 
当該特別償却設備に
係る課税標準（円） 

○Ａ×○Ｂ 
税率（％） 税  額（円） 

所 
 
 
 
 
 
 
 

得 

年   万円以
下の金額 

① 

 
  

 

 税額  

年   万円超
年   万円以
下の金額  ② 

 
  

 

 税額  

年   万円超
の金額 

③ 

 
  

 

 税額  

計 
①＋②＋③ 

(ハ) 

 
  

 

 税額  

軽減税率不適用
法人の税額 

(ニ) 

 
  

 

 税額  

既に軽減の確定した当期分の税額 
(ホ) 

  

この通知により軽減する税
額 

(ハ)－(ホ) 
又は 

(ニ)－(ホ) 

  

不均一課税でき
ない理由 
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注 この通知書の記載事項について不服がある場合は、この通知書を受け取った日の翌 

日から起算して３月以内に、三重県知事に対して審査請求をすることができます。審 

査請求書については、なるべく県税事務所長を経由して２通提出してください。 

処分の取消しの訴えは、この処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなけ 

れば提起することができません。この処分の取消しの訴えは、この裁決があったこと 

を知った日の翌日から起算して６月以内に、三重県を被告として（訴訟において三重 

県を代表する者は三重県知事となります。）、提起することができます。 

    なお、①審査請求があった日から３月を経過しても裁決がないとき、②処分、処分 

の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、 

③その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるときは、この裁決を経ずに訴訟を 

提起することができます。 

    ただし、上記の期間が経過する前に、この処分があった日の翌日から起算して１年 

を経過した場合は、審査請求をすることができなくなり、また、審査請求に対する裁 

決のあった日の翌日から起算して１年を経過した場合は、処分の取消しの訴えを提起 

することができなくなります。なお、正当な理由があるときは、上記の期間やこの処 

分（審査請求に対する裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過した後であっ 

ても審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することが認められる場合があ 

ります。 
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第７号様式（第３条関係） 

税第    号  

年  月  日  

        様 

県税事務所長        □印   

不動産取得税の不均一課税決定通知書 

     年  月  日付けの申請に係る不動産取得税の不均一課税について、

次のとおり決定した
下記の理由により認められない

ので三重県半島振興対策実施地域における県税の特

例措置に関する条例施行規則第３条の規定により通知します。 

  不均一課税の対象となる土地及び家屋に係る課税標準の計算 

区     分 今回取得した不動産 左記のうち不均一課税の対象となるも
の 

土 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

地 

地 積 平方メートル 平方メートル 

評 価 額 円 円 

課 税 標 準ａ 円 円(Ａ) 

税額ａ×  
100 円 

 

所 在 地 
 

取 得 年 月日   年  月  日 当該特別償却設備
の建設着工日  年  月  日 

家 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

屋 
床 面 積 平方メートル 平方メートル 

評 価 額 円 円 

課 税 標 準ｂ 円 円(Ｂ) 

税額ｂ×  
100 円 

 

所 在 地 
 

取 得 年 月日     年  月  日 
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不均一課税により軽減する税額の計算 

区 
 
 

分 

不均一課税の対象
となる土地及び家
屋に係る課税標準 

(Ｃ) 

税 
 
 

率 

三重県県税条例第61条（同
条例附則第16条に該当する
場合にあっては同条）に規
定する税率     (Ⅾ) 

税 
 
 

額 

(Ｃ)×(Ｄ) 

軽減税額 

不均一課税の税率 
(Ｅ) 

(Ｃ)×(Ｅ) 

土 
 
 
 

地 

(Ａ)     円 
  
100 

円 
(イ) 

円 

(イ)－(ロ) 

 

  
100 

(ロ) 

家 
 
 
 

屋 

(Ｂ) 
  
100 

(ハ) (ハ)－(ニ) 

  
100 

(ニ) 

計 

  （イ）＋(ハ） 

(ホ) 

(ホ)－(ヘ) 

（ロ）＋(ニ） 

(ヘ) 

不均一課税できない

理 由 

 

注 この通知書の記載事項について不服がある場合は、この通知書を受け取った日の翌 

日から起算して３月以内に、三重県知事に対して審査請求をすることができます。審 

査請求書については、なるべく県税事務所長を経由して２通提出してください。 

処分の取消しの訴えは、この処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなけ 

れば提起することができません。この処分の取消しの訴えは、この裁決があったこと 

を知った日の翌日から起算して６月以内に、三重県を被告として（訴訟において三重 

県を代表する者は三重県知事となります。）、提起することができます。 

なお、①審査請求があった日から３月を経過しても裁決がないとき、②処分、処分 

の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、 

③その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるときは、この裁決を経ずに訴訟を 

提起することができます。 

ただし、上記の期間が経過する前に、この処分があった日の翌日から起算して１年 

を経過した場合は、審査請求をすることができなくなり、また、審査請求に対する裁 

決のあった日の翌日から起算して１年を経過した場合は、処分の取消しの訴えを提起 

することができなくなります。なお、正当な理由があるときは、上記の期間やこの処 

分（審査請求に対する裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過した後であっ 

ても審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することが認められる場合があ 

ります。 
 

令和7年7月1日 三　重　県　公　報 号　　外

14



第８号様式（第３条関係） 

税第    号  

年  月  日  

        様 

県税事務所長        □印   

固定資産税の不均一課税決定通知書 

     年  月  日付けの申請に係る固定資産税の不均一課税について、

次のとおり決定した
下記の理由により認められない

ので三重県半島振興対策実施地域における県税の特

例措置に関する条例施行規則第３条の規定により通知します。 

当該特別償却設備の所在地 
 

当該特別償却設備の取得年
月日 年  月  日 

大規模償却
資 産 の

課税標準額 

総 額 円 

市 町 課 税 
標 準 額 円 

県 課 税 
標 準 額 円 

上記のうち、不均一課税す
る当該特別償却設備の課税
標準額       (イ) 

円 

三重県県税条例第159条に
規定する税率    (ロ) 

  
100 

不均一課税による税率 
(ハ) 

  
100 

税 額 

(イ)×(ロ) (ニ) 円 

(イ)×(ハ) (ホ) 円 

この通知により軽減する税
額      (ニ)－(ホ) 円 

不均一課税できない理由 
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注 この通知書の記載事項について不服がある場合は、この通知書を受け取った日の翌 

日から起算して３月以内に、三重県知事に対して審査請求をすることができます。審 

査請求書については、なるべく県税事務所長を経由して２通提出してください。 

   処分の取消しの訴えは、この処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなけ 

れば提起することができません。この処分の取消しの訴えは、この裁決があったこと 

を知った日の翌日から起算して６月以内に、三重県を被告として（訴訟において三重 

県を代表する者は三重県知事となります。）、提起することができます。 

   なお、①審査請求があった日から３月を経過しても裁決がないとき、②処分、処分 

の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、 

③その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるときは、この裁決を経ずに訴訟を 

提起することができます。 

   ただし、上記の期間が経過する前に、この処分があった日の翌日から起算して１年 

を経過した場合は、審査請求をすることができなくなり、また、審査請求に対する裁 

決のあった日の翌日から起算して１年を経過した場合は、処分の取消しの訴えを提起 

することができなくなります。なお、正当な理由があるときは、上記の期間やこの処 

分（審査請求に対する裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過した後であっ 

ても審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することが認められる場合があ 

ります。 
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第９号様式（第４条関係） 

税第    号  

年  月  日  

        様 

県税事務所長        □印   

県税の不均一課税取消し通知書 

     年  月  日付けで通知した県税の不均一課税について、三重県半島

振興対策実施地域における県税の特例措置に関する条例第４条の規定により、次の

とおり取り消したので通知します。 

不均一課税

の決定を受

けた者 

住 所 
（所在地） 

 

氏 名 
（名 称） 

 

不均一課税を取り消す税
目 

 

不均一課税の取消しに係
る課税標準額 円 

不均一課税の取消しに係
る税額 円 

取消理由 

注 この通知書の記載事項について不服がある場合は、この通知書を受け取った日の翌 

日から起算して３月以内に、三重県知事に対して審査請求をすることができます。審 

査請求書については、なるべく県税事務所長を経由して２通提出してください。 

処分の取消しの訴えは、この処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなけ 

れば提起することができません。この処分の取消しの訴えは、この裁決があったこと 

を知った日の翌日から起算して６月以内に、三重県を被告として（訴訟において三重 

県を代表する者は三重県知事となります。）、提起することができます。 

なお、①審査請求があった日から３月を経過しても裁決がないとき、②処分、処分 

の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、 

③その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるときは、この裁決を経ずに訴訟を 

提起することができます。 

ただし、上記の期間が経過する前に、この処分があった日の翌日から起算して１年 

を経過した場合は、審査請求をすることができなくなり、また、審査請求に対する裁 

決のあった日の翌日から起算して１年を経過した場合は、処分の取消しの訴えを提起 

することができなくなります。なお、正当な理由があるときは、上記の期間やこの処 

分（審査請求に対する裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過した後であっ 

ても審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することが認められる場合があ 

ります。 
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附  則  

（ 施 行 期 日 ）  
１  こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

 （ 経 過 措 置 ）  

２  こ の 規 則 の 施 行 の 際 現 に 改 正 前 の 三 重 県 半 島 振 興 対 策 実 施 地 域 に お け る 県 税 の 特 例 措 置 に 関 す る 条 例 施 行 規

則 （ 次 項 に お い て 「 旧 規 則 」 と い う 。 ） に 基 づ き 提 出 さ れ て い る 申 請 書 は 、 改 正 後 の 三 重 県 半 島 振 興 対 策 実 施 地

域 に お け る 県 税 の 特 例 措 置 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 に 基 づ き 提 出 さ れ た 申 請 書 と み な す 。  

３  こ の 規 則 の 施 行 の 日 前 に 、 旧 規 則 に 規 定 す る 様 式 に よ り 作 成 さ れ て い る 用 紙 は 、 当 分 の 間 、 所 要 の 調 整 を し

て 使 用 す る こ と が で き る 。  

 

三 重 県 離 島 振 興 対 策 実 施 地 域 に お け る 県 税 の 特 例 措 置 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公

布 し ま す 。  

  令 和 七 年 七 月 一 日  

                   三  重  県  知 事   一   見   勝   之    

三 重 県 規 則 第 五 十 三 号  

三 重 県 離 島 振 興 対 策 実 施 地 域 に お け る 県 税 の 特 例 措 置 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則  

三 重 県 離 島 振 興 対 策 実 施 地 域 に お け る 県 税 の 特 例 措 置 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 （ 平 成 五 年 三 重 県 規 則 第 三 十 七 号 ）

の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

改   正   後  改   正   前  

（ 特 別 償 却 設 備 に 係 る 所 得 の 計 算 ）  （ 設 備 に 係 る 所 得 金 額 等 の 計 算 ）  

第 一 条  三 重 県 離 島 振 興 対 策 実 施 地 域 に お け る 県 税 の 特

例 措 置 に 関 す る 条 例 （ 平 成 五 年 三 重 県 条 例 第 十 九 号 。

以 下 「 条 例 」 と い う 。 ） 第 二 条 第 一 号 イ の 当 該 特 別 償

却 設 備 に 係 る も の と し て 規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り

計 算 し た 額 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 区 分 ご と に そ れ ぞ れ

当 該 各 号 に 定 め る 算 式 に よ っ て 計 算 し た 額 と す る 。  

第 一 条  三 重 県 離 島 振 興 対 策 実 施 地 域 に お け る 県 税 の 特

例 措 置 に 関 す る 条 例 （ 平 成 五 年 三 重 県 条 例 第 十 九 号 。

以 下 「 条 例 」 と い う 。 ） 第 二 条 第 一 号 イ の 当 該 設 備 に

係 る も の と し て 規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り 計 算 し た

額 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 区 分 ご と に そ れ ぞ れ 当 該 各 号

に 定 め る 算 式 に よ っ て 計 算 し た 額 と す る 。  

一  そ の 行 う 主 た る 事 業 が 電 気 供 給 業 （ 電 気 事 業 法

（ 昭 和 三 十 九 年 法 律 第 百 七 十 号 ） 第 二 条 第 一 項 第 二

号 に 規 定 す る 小 売 電 気 事 業 （ こ れ に 準 ず る も の を 含

む 。 ） を 除 く 。 以 下 同 じ 。 ） 、 ガ ス 供 給 業 又 は 倉 庫 業

の 法 人 の 場 合  

一  そ の 行 う 主 た る 事 業 が 電 気 供 給 業 （ 電 気 事 業 法

（ 昭 和 三 十 九 年 法 律 第 百 七 十 号 ） 第 二 条 第 一 項 第 二

号 に 規 定 す る 小 売 電 気 事 業 （ こ れ に 準 ず る も の を 含

む 。 ） を 除 く 。 以 下 同 じ 。 ） 、 ガ ス 供 給 業 又 は 倉 庫 業

の 法 人 の 場 合  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

る省令（平成 5 年自治省

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

れる場合等を定める省

県内において当該

法人に課する事業

税の課税標準とな

るべき当該事業年

度に係る所得 

当該特別償却設備に係る

固定資産の価額 

当該特別償却設備設置者

が県内に有する事務所又

は事業所の固定資産の価

額（主たる事業が電気供

給業又はガス供給業の法

人にあっては当該固定資

産の価額のうち製造業、

旅館業、情報サービス業

又は離島振興法第二十条

の地方税の課税免除又は

不均一課税に伴う措置が

適用される場合等を定め

る省令（平成 5 年自治省

令第 1 号）第 1 条に掲げ 

× 

県内において当該

法人に課する事業

税の課税標準とな

るべき当該事業年

度に係る所得 

当該新設し、又は増設し

た設備に係る固定資産の

価額 

当該設備を新設し、又は

増設した者が県内に有す

る事務所又は事業所の固

定資産の価額（主たる事

業が電気供給業又はガス

供給業の法人にあっては

当該固定資産の価額のう

ち製造事業用、旅館業用、

情報サービス業用又は離

島振興法第二十条の地方

税の課税免除又は不均一

課税に伴う措置が適用さ

れる場合等を定める省令

（平成 5 年自治省令第 1 

× 
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第 一 号 様 式 か ら 第 九 号 様 式 ま で を 次 の よ う に 改 め る 。  

る事業の用に供する設備

に係る固定資産の価額） 

号）第 1 条に掲げる事業

用の設備に係る固定資産

の価額） 
二  前 号 以 外 の 場 合  二  前 号 以 外 の 場 合  

  

 

 

 

 

 

 

２ ・ ３  （ 略 ）  ２ ・ ３  （ 略 ）  

県内において当該

法人又は個人に課

する事業税の課税

標準となるべき当

該事業年度又は年

に係る所得 

当該特別償却設備に係る

従業者の数 

当該特別償却設備設置者

が県内に有する事務所又

は事業所の従業者の数 

× 

県内において当該

法人又は個人に課

する事業税の課税

標準となるべき当

該事業年度又は当

該年に係る所得 

当該新設し、又は増設した

設備に係る従業者の数 

当該設備を新設し、又は増

設した者が県内に有する

事務所又は事業所の従業

者の数 

× 
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第１号様式（第３条関係） 
 
受付
印 

 
 

申 
 
 

請 
 
 

者 

住 所  

年  月  日  

 県税事務所長 宛て 

氏 名  

個 人 番 号  

生 年 月 日 年  月  日生 

事務所又は事
業所の所在地 

 

屋 号  

電 話 番 号  

事 業 の 種類  

個人の事業税の課税免除申請書 

 三重県離島振興対策実施地域における県税の特例措置に関する条例第３条第１項

の規定により、次のとおり申請します。 

課税免除を受けようとする年度 年度 

本県分の課税標準となる所得         (イ) 円 

製造業、旅館業、

情報サービス業

等の事業の用に

供する当該特別

償却設備を新設

し、又は増設し

た者 

当該特別償却設備（注１）を事業の
用に供した日 年   月   日 

本県内の事務所又は事業所の従業
者数            (ロ) 人 

当該特別償却設備に係る従業者数
              (ハ) 

人 

当該特別償却設
備に係る所得 (イ)×

(ハ)

(ロ)
  (ニ) 円 

畜産業、水産業

又は薪炭製造業

を行う者 

事業を行った延労働日数   (ホ) 日 

(ホ)のうち自家労力による延労働
日数            (ヘ) 日 

(ヘ)

(ホ)  

 

   税           率      (ト)   
100 

課税免除を受けようとする税額 
(ニ)×(ト)又は(イ)×(ト) 円 

注 １ 当該特別償却設備とは、三重県離島振興対策実施地域における県税の特例措置 

に関する条例第２条第１号に定めるものをいう。 

２ この申請書は、課税地の県税事務所長に対し、２部提出すること。 
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第２号様式（第３条関係） 
 
受付
印 

 
 

申 
 
 

請 
 
 

者 

所 在 地 
 

年  月  日  

県税事務所長 宛て  

法 人 名 
 

代 表 者 氏 名  

法 人 番 号  

この申請に応答
する者の氏名 

 
電話
番号  

事 業 の 種 類 
 

法人の事業税の課税免除申請書 

 三重県離島振興対策実施地域における県税の特例措置に関する条例第３条第１項

の規定により、次のとおり申請します。 

課税免除を受けよ

うとする事業年度 

  年  月  日から 

  年  月  日まで 

申 告 納 付

期 限 
年  月  日 

当該特別償却設備（注１）を事業の用に供した日 年  月  日 

主たる事業が電気

供給業（注２）、ガ

ス供給業又は倉庫

業の場合 

当該特別償却設備に係る固定資

産の価額 (イ) 
円 

本県内に有する事務所又は事業

所の固定資産の価額 (ロ) 
円 

主たる事業が上記

以外の場合 

当該特別償却設備に係る従業者

の数 (ハ) 
人 

本県内に有する事務所又は事業

所の従業者の数 (ニ) 
人 
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区      分 
課税標準

○Ａ（注３） 

(イ)又は(ハ)

(ロ)又は(ニ) 

○Ｂ  

当該特別償
却設備に係
る課税標準 

○Ａ×○Ｂ  

税率 

課税免除
を受けよ
うとする
税額 

所 
 
 
 
 
 
 
 
 

得 

年    万円以下

の金額     ① 

円  円 
  
100 

円 

年  万円超年 万

円以下の金額  ② 

  
  
100 

 

年    万円超の

金額      ③ 

  
  
100 

 

計   ①＋②＋③ 

(ホ) 

     

軽減税率不適用法人

の金額    (ヘ) 

   

  
100 

 

既に課税免除の確定した当期分の額     (ト) 
   

この申請により課税免除を受けようとする額 

(ホ)―(ト)又は(へ)－(ト) 

   

注 １ 当該特別償却設備とは、三重県離島振興対策実施地域における県税の特例措置 

に関する条例第２条第１号に定めるものをいう。 

２ 電気事業法第２条第１項第２号に規定する小売電気事業（これに準ずるものを 

含む。）を除く。 

３ 「課税標準○Ａ」欄は、事業税の申告書の課税標準欄から、それぞれ該当する金 

額を転記すること。 

４ この申請書は、課税地の県税事務所長に対し、２部提出すること。 
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第３号様式（第３条関係） 
 
受付
印 

 

 
申 

 
 

請 
 
 

者 

住 所 

（所在地） 

 

年  月  日  

県税事務所長 宛て  

氏 名 

(
名称及び
代表者氏
名 ) 

 

個人番号又は
法 人 番 号  

この申請に応
答する者の氏
名 

 
電話

番号 
 

事 業 の 種類 
 

不動産取得税の課税免除申請書 

 三重県離島振興対策実施地域における県税の特例措置に関する条例第３条第１項

の規定により、次のとおり申請します。 

土 
 
 
 
 

地 

所 在 地 
 

地 積 平方メートル 

取 得 年 月 日       年  月  日 

当該特別償却設備（注
１ ） の 建 設着 工日       年  月  日 

取 得 価 額 円 

家 
 
 
 

屋 

所 在 地 
 

床 面 積 平方メートル 

取 得 年 月 日       年  月  日 

取 得 価 額 円 

事 業 の 用 に 供 し た 日       年  月  日 

当該特別償却設備の概要 

 

注 １ 当該特別償却設備とは、三重県離島振興対策実施地域における県税の特例措置 

に関する条例第２条第１号に定めるものをいう。 

２ この申請書は、課税地の県税事務所長に対し、２部提出すること。 
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第４号様式（第３条関係） 
 
受付
印 

 

 申 
 
 

請 
 
 

者 

住 所 
（所在地） 

 

年  月  日  

県税事務所長 宛て  

氏 名 

(
名称及び
代表者氏
名 )  

個人番号又は
法 人 番 号  

この申請に応
答する者の氏
名 

 
電話

番号 
 

事 業 の 種 類 
 

固定資産税の課税免除申請書 

 三重県離島振興対策実施地域における県税の特例措置に関する条例第３条第１項

の規定により、次のとおり申請します。 

当該特別償却設備（注
１）の所在地 

 

当該特別償却設備の取
得年月日       年  月  日      

大規模償

却資産の

課税標準

額 

総 額 円  

市 町 課 税 
標 準 額 

円  

県 課 税 
標 準 額 

円  

上記のうち、課税免除
を受けようとする当該
特別償却設備の課税標

準額 

円  

課税免除を受けようと
する税額 

円  

当該特別償却設備の概
要 

 

注 １ 当該特別償却設備とは、三重県離島振興対策実施地域における県税の特例措置 

に関する条例第２条第１号に定めるものをいう。 

２ この申請書は、課税地の県税事務所長に対し、２部提出すること。 
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第５号様式（第３条関係） 

税第    号  

年  月  日  

        様 

県税事務所長        □印   

個人の事業税の課税免除決定通知書 

     年  月  日付けの申請に係る個人の事業税の課税免除について、三

重県離島振興対策実施地域における県税の特例措置に関する条例第３条第２項の規

定により、次のとおり
決定しました
認められない

ので通知します。 

申 請 に 係 る 年 度 年 度  

区          分 課 税 標 準 税    額 

課税免除前の所得及び税額 円 円 

課税免除する税額等 
  

課税免除後の税額等 
  

課税免除する税額の計算 

本県分の課税標準となる所得       (イ) 円  

本県内の事務所又は事業所の従業者数   (ロ) 人  

当該特別償却設備に係る従業者数     (ハ) 人  

当該特別償却設備に係る 
ものとして計算した所得 (イ)×

(ハ)

(ロ)
   (ニ) 円  

  税     率           (ホ)   
100 

課税免除する税額            (ヘ) 円  

既に課税免除の確定した当該年度分の税額 (ト) 円  

この通知による課税免除の税額   (ヘ)－(ト) 円  

課 税 免 除

できない理由 
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注 この通知書の記載事項について不服がある場合は、この通知書を受け取った日の翌 

日から起算して３月以内に、三重県知事に対して審査請求をすることができます。審 

査請求書については、なるべく県税事務所長を経由して２通提出してください。 

   処分の取消しの訴えは、この処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなけ 

れば提起することができません。この処分の取消しの訴えは、この裁決があったこと 

を知った日の翌日から起算して６月以内に、三重県を被告として（訴訟において三重 

県を代表する者は三重県知事となります。）、提起することができます。 

   なお、①審査請求があった日から３月を経過しても裁決がないとき、②処分、処分 

の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、 

③その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるときは、この裁決を経ずに訴訟を 

提起することができます。 

   ただし、上記の期間が経過する前に、この処分があった日の翌日から起算して１年 

を経過した場合は、審査請求をすることができなくなり、また、審査請求に対する裁 

決のあった日の翌日から起算して１年を経過した場合は、処分の取消しの訴えを提起 

することができなくなります。なお、正当な理由があるときは、上記の期間やこの処 

分（審査請求に対する裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過した後であっ 

ても審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することが認められる場合があ 

ります。 
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第６号様式（第３条関係） 
 

税第    号  

年  月  日  

          様 

県税事務所長        □印   

 

法人の事業税の課税免除決定通知書 

 

     年  月  日付けの申請に係る法人の事業税の課税免除について、三重県離島振興対

策実施地域における県税の特例措置に関する条例第３条第２項の規定により、次のとおり

決定しました
認められないので通知します。 

申請に係る事業
年度   年  月  日から  年  月  日まで 申 告 

区 分  

当該特別償却設
備を事業の用に
供した日 

（ 次） 
年  月  日 

（ 次） 
年  月  日 

（ 次） 
年  月  日 

当該特別償却設備に係る従業者の数、固定資産の価額 
(イ) 

本県内に有する事務所又は事業所に係る従業者の数、固定資
産の価額                     (ロ) 

按     分     率     ○Ａ (イ)／(ロ) 

区    分 課税標準（円） 
      ○Ｂ 

当該特別償却設備に
係る課税標準（円） 

○Ａ×○Ｂ 

税 率 
（％） 税額（円） 

所 
 
 
 
 
 
 

得 

年   万円以
下の金額 

① 

 
  

 

 税額  

年   万円超
年   万円以
下の金額  ② 

 
  

 

 税額  

年   万円超
の金額 

③ 

 
  

 

 税額  

計 
①＋②＋③ 

(ハ) 

 
  

 

 税額  

軽減税率不適用
法人の税額 

(ニ) 

 
  

 

 税額  

既に課税免除の確定した当期分の税額 
(ホ) 

  

この通知により課税免除
する税額 

(ハ)－(ホ) 
又は 

(ニ)－(ホ) 

  

課税免除できない理由 
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注 この通知書の記載事項について不服がある場合は、この通知書を受け取った日の翌 

日から起算して３月以内に、三重県知事に対して審査請求をすることができます。審 

査請求書については、なるべく県税事務所長を経由して２通提出してください。 

    処分の取消しの訴えは、この処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなけ 

れば提起することができません。この処分の取消しの訴えは、この裁決があったこと 

を知った日の翌日から起算して６月以内に、三重県を被告として（訴訟において三重 

県を代表する者は三重県知事となります。）、提起することができます。 

    なお、①審査請求があった日から３月を経過しても裁決がないとき、②処分、処分 

の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、 

③その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるときは、この裁決を経ずに訴訟を 

提起することができます。 

    ただし、上記の期間が経過する前に、この処分があった日の翌日から起算して１年 

を経過した場合は、審査請求をすることができなくなり、また、審査請求に対する裁 

決のあった日の翌日から起算して１年を経過した場合は、処分の取消しの訴えを提起 

することができなくなります。なお、正当な理由があるときは、上記の期間やこの処 

分（審査請求に対する裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過した後であっ 

ても審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することが認められる場合があ 

ります。 
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第７号様式（第３条関係） 

税第    号  

年  月  日  

        様 

県税事務所長        □印   

不動産取得税の課税免除決定通知書 

     年  月  日付けの申請に係る不動産取得税の課税免除について、三

重県離島振興対策実施地域における県税の特例措置に関する条例第３条第２項の規

定により、次のとおり 
決定しました
認められない

 ので通知します。 

区           分 課 税 標 準 税     額 

土 
 
 
 

地 

課税免除前の評価額及び税額 円 円 

課税免除する税額等   

課税免除後の税額等   

家 
 
 
 

屋 

課税免除前の税額等   

課税免除する税額等   

課税免除後の税額等   

課税免除する税額の計算 

土 
 
 
 
 
 
 

地 

所   在   地  

地       積 平方メートル 

取 得 年 月 日 年   月   日   

当該特別償却設備の建設着工日 年   月   日   
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評   価   額   (Ａ) 円 

税   額   (Ａ)×  
100 円 

家 
 
 
 
 
 
 
 

屋 

所   在   地  

床   面   積 平方メートル 

取 得 年 月 日 年   月   日   

評   価   額   (Ｂ) 円 

税   額   (Ｂ)×  
100 円 

課税免除できない理由  

注 この通知書の記載事項について不服がある場合は、この通知書を受け取った日の翌 

日から起算して３月以内に、三重県知事に対して審査請求をすることができます。審 

査請求書については、なるべく県税事務所長を経由して２通提出してください。 

処分の取消しの訴えは、この処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなけ 

れば提起することができません。この処分の取消しの訴えは、この裁決があったこと 

を知った日の翌日から起算して６月以内に、三重県を被告として（訴訟において三重 

県を代表する者は三重県知事となります。）、提起することができます。 

   なお、①審査請求があった日から３月を経過しても裁決がないとき、②処分、処分 

の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、 

③その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるときは、この裁決を経ずに訴訟を 

提起することができます。 

ただし、上記の期間が経過する前に、この処分があった日の翌日から起算して１年 

を経過した場合は、審査請求をすることができなくなり、また、審査請求に対する裁 

決のあった日の翌日から起算して１年を経過した場合は、処分の取消しの訴えを提起 

することができなくなります。なお、正当な理由があるときは、上記の期間やこの処 

分（審査請求に対する裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過した後であっ 

ても審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することが認められる場合があ 

ります。 
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第８号様式（第３条関係） 

税第    号  

年  月  日  

        様 

県税事務所長        □印   

固定資産税の課税免除決定通知書 

     年  月  日付けの申請に係る固定資産税の課税免除について、三重

県離島振興対策実施地域における県税の特例措置に関する条例第３条第２項の規定

により、次のとおり 
決定しました
認められない

 ので通知します。 

当該特別償却設備の所在
地  

当 該 特 別 償 却 設 備 の 
取 得 年 月 日         年    月    日 

大規模償却資

産の課税標準

額 

総 額 円  

市町課税 

標 準 額 
円  

県 課 税 

標 準 額 
円  

上記のうち、課税免除す

る当該特別償却設備の課

税標準額 

円  

課 税 免 除 す る 税 額 円  

課税免除できない理由  
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注 この通知書の記載事項について不服がある場合は、この通知書を受け取った日の翌 

日から起算して３月以内に、三重県知事に対して審査請求をすることができます。審 

査請求書については、なるべく県税事務所長を経由して２通提出してください。 

   処分の取消しの訴えは、この処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなけ 

れば提起することができません。この処分の取消しの訴えは、この裁決があったこと 

を知った日の翌日から起算して６月以内に、三重県を被告として（訴訟において三重 

県を代表する者は三重県知事となります。）、提起することができます。 

   なお、①審査請求があった日から３月を経過しても裁決がないとき、②処分、処分 

の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、 

③その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるときは、この裁決を経ずに訴訟を 

提起することができます。 

   ただし、上記の期間が経過する前に、この処分があった日の翌日から起算して１年 

を経過した場合は、審査請求をすることができなくなり、また、審査請求に対する裁 

決のあった日の翌日から起算して１年を経過した場合は、処分の取消しの訴えを提起 

することができなくなります。なお、正当な理由があるときは、上記の期間やこの処 

分（審査請求に対する裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過した後であっ 

ても審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することが認められる場合があ 

ります。 
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第９号様式（第４条関係） 

 税第    号  

年  月  日  

        様 

県税事務所長        □印   

県税の課税免除取消通知書 

     年  月  日付けで通知した県税の課税免除について、三重県離島振

興対策実施地域における県税の特例措置に関する条例第４条の規定により、次のと

おり取り消したので通知します。 

課税免除の決

定を受けた者 

住 所 
（所在地） 

 

氏 名 
（名 称） 

 

課税免除を取り消す税目  

課税免除を取り消す税額 円  

取消しの理由 

注 この通知書の記載事項について不服がある場合は、この通知書を受け取った日の翌 

日から起算して３月以内に、三重県知事に対して審査請求をすることができます。審 

査請求書については、なるべく県税事務所長を経由して２通提出してください。 

  処分の取消しの訴えは、この処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなけ 

れば提起することができません。この処分の取消しの訴えは、この裁決があったこと 

を知った日の翌日から起算して６月以内に、三重県を被告として（訴訟において三重 

県を代表する者は三重県知事となります。）、提起することができます。 

  なお、①審査請求があった日から３月を経過しても裁決がないとき、②処分、処分 

の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、 

③その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるときは、この裁決を経ずに訴訟を 

提起することができます。 

  ただし、上記の期間が経過する前に、この処分があった日の翌日から起算して１年 

を経過した場合は、審査請求をすることができなくなり、また、審査請求に対する裁 

決のあった日の翌日から起算して１年を経過した場合は、処分の取消しの訴えを提起 

することができなくなります。なお、正当な理由があるときは、上記の期間やこの処 

分（審査請求に対する裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過した後であっ 

ても審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することが認められる場合があ 

ります。 
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附  則  

（ 施 行 期 日 ）  
１  こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

 （ 経 過 措 置 ）  

２  こ の 規 則 の 施 行 の 際 現 に 改 正 前 の 三 重 県 離 島 振 興 対 策 実 施 地 域 に お け る 県 税 の 特 例 措 置 に 関 す る 条 例 施 行 規

則 （ 次 項 に お い て 「 旧 規 則 」 と い う 。 ） に 基 づ き 提 出 さ れ て い る 申 請 書 は 、 改 正 後 の 三 重 県 離 島 振 興 対 策 実 施 地

域 に お け る 県 税 の 特 例 措 置 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 に 基 づ き 提 出 さ れ た 申 請 書 と み な す 。  

３  こ の 規 則 の 施 行 の 日 前 に 、 旧 規 則 に 規 定 す る 様 式 に よ り 作 成 さ れ て い る 用 紙 は 、 当 分 の 間 、 所 要 の 調 整 を し

て 使 用 す る こ と が で き る 。  

 

 

企業庁管理規程 

 

三 重 県 企 業 庁 職 員 服 務 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 管 理 規 程 を こ こ に 公 布 し ま す 。  

  令 和 七 年 七 月 一 日  

三 重 県 企 業 庁 長   河   北   智   之    

三 重 県 企 業 庁 管 理 規 程 第 八 号  

   三 重 県 企 業 庁 職 員 服 務 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 管 理 規 程  

三 重 県 企 業 庁 職 員 服 務 規 程 （ 昭 和 四 十 九 年 三 重 県 企 業 庁 管 理 規 程 第 四 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

附  則  

１  こ の 管 理 規 程 は 、 令 和 七 年 十 月 一 日 か ら 施 行 す る 。  

２  こ の 管 理 規 程 の 施 行 の 日 か ら 令 和 八 年 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 に お け る 部 分 休 業 の 承 認 の 請 求 を す る 場 合 に お

け る こ の 管 理 規 程 に よ る 改 正 後 の 三 重 県 企 業 庁 職 員 服 務 規 程 第 十 六 条 の 二 第 三 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 同

項 中 「 七 十 七 時 間 三 十 分 」 と あ る の は 「 三 十 八 時 間 四 十 五 分 」 と す る 。  

 

 

病院事業庁管理規程 

 

三 重 県 病 院 事 業 庁 職 員 服 務 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 管 理 規 程 を こ こ に 公 布 し ま す 。  

  令 和 七 年 七 月 一 日  

三 重 県 病 院 事 業 庁 長   河   合   良   之    

三 重 県 病 院 事 業 庁 管 理 規 程 第 九 号  

   三 重 県 病 院 事 業 庁 職 員 服 務 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 管 理 規 程  

第 一 条  三 重 県 病 院 事 業 庁 職 員 服 務 規 程 （ 平 成 十 一 年 三 重 県 病 院 事 業 庁 管 理 規 程 第 八 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改

正 す る 。  

次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

改   正   後  改   正   前  

  

改   正   後  改   正   前  

（ 育 児 休 業 等 ）  （ 育 児 休 業 等 ）  

第 十 六 条 の 二  （ 略 ）  第 十 六 条 の 二  （ 略 ）  

２  （ 略 ）  ２  （ 略 ）  

３  給 与 条 例 第 十 九 条 第 二 項 の 一 年 に つ き 管 理 者 が 指 定

す る 時 間 は 、 七 十 七 時 間 三 十 分 と す る 。  

 

４  前 三 項 に 定 め る も の の ほ か 、 育 児 休 業 等 に つ い て  

は 、 職 員 の 育 児 休 業 等 に 関 す る 条 例 の 適 用 を 受 け る 職

員 の 例 に よ る 。  

３  前 二 項 に 定 め る も の の ほ か 、 育 児 休 業 等 に つ い て  

は 、 職 員 の 育 児 休 業 等 に 関 す る 条 例 の 適 用 を 受 け る 職

員 の 例 に よ る 。  
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（ 育 児 又 は 介 護 を 行 う 病 院 事 業 職 員 の 深 夜 勤 務 及 び

時 間 外 勤 務 の 制 限 ）  
第 十 五 条  （ 略 ）  

２  （ 略 ）  

３  事 業 庁 長 は 、 要 介 護 者 （ 病 院 事 業 庁 企 業 職 員 の 給 与

の 種 類 及 び 基 準 に 関 す る 条 例 （ 平 成 十 年 三 重 県 条 例 第

五 十 号 。 以 下 「 給 与 条 例 」 と い う 。 ） 第 二 十 二 条 第 二

項 に 規 定 す る 要 介 護 者 を い う 。 第 二 十 三 条 第 十 二 号 に

お い て 同 じ 。 ） の あ る 病 院 事 業 職 員 が 、 勤 務 時 間 条 例

の 適 用 を 受 け る 職 員 の 例 に よ り 、 当 該 要 介 護 者 を 介 護

す る た め に 請 求 し た 場 合 に は 、 公 務 の 正 常 な 運 営 を 妨

げ る 場 合 を 除 き 、 深 夜 に お け る 勤 務 を さ せ て は な ら な

い 。  

（ 特 別 休 暇 ）  

第 二 十 三 条  特 別 休 暇 は 、 選 挙 権 の 行 使 、 結 婚 、 出 産 、

交 通 機 関 の 事 故 そ の 他 の 特 別 の 事 由 に よ り 病 院 事 業

職 員 が 勤 務 し な い こ と が 相 当 で あ る 場 合 と し て 次 の

各 号 に 掲 げ る 場 合 に お け る 休 暇 と し 、 そ の 期 間 は 、 当

該 各 号 に 掲 げ る 期 間 と す る 。  

一 ～ 十 一  （ 略 ）  

十 二  要 介 護 者 の 介 護 そ の 他 の 事 業 庁 長 が 定 め る 世

話 を 行 う 当 該 病 院 事 業 職 員 が 、 当 該 世 話 を 行 う た め

勤 務 し な い こ と が 相 当 で あ る と 認 め ら れ る 場 合   

一 の 年 に お け る 五 日 （ 要 介 護 者 が 二 人 以 上 の 場 合 に

あ っ て は 、 十 日 ） の 範 囲 内 の 期 間  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十 三 ～ 二 十 三  （ 略 ）  

（ 育 児 又 は 介 護 を 行 う 病 院 事 業 職 員 の 深 夜 勤 務 及 び

時 間 外 勤 務 の 制 限 ）  

第 十 五 条  （ 略 ）  

２  （ 略 ）  

３  事 業 庁 長 は 、 第 二 十 三 条 第 十 二 号 に 規 定 す る 日 常 生

活 を 営 む の に 支 障 が あ る 者 （ 以 下 「 要 介 護 者 」 と い う 。 ）

の あ る 病 院 事 業 職 員 が 、 勤 務 時 間 条 例 の 適 用 を 受 け る

職 員 の 例 に よ り 、 当 該 要 介 護 者 を 介 護 す る た め に 請 求

し た 場 合 に は 、 公 務 の 正 常 な 運 営 を 妨 げ る 場 合 を 除

き 、 深 夜 に お け る 勤 務 を さ せ て は な ら な い 。  

 

 

 

（ 特 別 休 暇 ）  

第 二 十 三 条  特 別 休 暇 は 、 選 挙 権 の 行 使 、 結 婚 、 出 産 、

交 通 機 関 の 事 故 そ の 他 の 特 別 の 事 由 に よ り 病 院 事 業

職 員 が 勤 務 し な い こ と が 相 当 で あ る 場 合 と し て 次 の

各 号 に 掲 げ る 場 合 に お け る 休 暇 と し 、 そ の 期 間 は 、 当

該 各 号 に 掲 げ る 期 間 と す る 。  

一 ～ 十 一  （ 略 ）  

十 二  病 院 事 業 職 員 の 配 偶 者 （ 届 出 を し な い が 事 実 上

婚 姻 関 係 と 同 様 の 事 情 に あ る 者 を 含 む 。 以 下 こ の 項

に お い て 同 じ 。 ） 、 父 母 、 子 、 配 偶 者 の 父 母 、 二 親

等 の 血 族 、 配 偶 者 の 父 母 を 除 く 一 親 等 の 姻 族 、 当 該

病 院 事 業 職 員 と 同 居 し て い る 二 親 等 の 姻 族 及 び 当

該 病 院 事 業 職 員 と 同 居 し て い る 配 偶 者 の 父 母 の 配

偶 者 （ 第 三 十 条 の 四 第 一 項 に お い て 「 配 偶 者 等 」 と

い う 。 ） で 負 傷 、 疾 病 又 は 老 齢 に よ り 二 週 間 以 上 の

期 間 に わ た り 日 常 生 活 を 営 む の に 支 障 が あ る も の

（ 以 下 こ の 号 及 び 第 二 十 四 条 に お い て 「 要 介 護 者 」

と い う 。 ） の 介 護 そ の 他 の 事 業 庁 長 が 定 め る 世 話 を

行 う 当 該 病 院 事 業 職 員 が 、 当 該 世 話 を 行 う た め 勤 務

し な い こ と が 相 当 で あ る と 認 め ら れ る 場 合  一 の

年 に お け る 五 日 （ 要 介 護 者 が 二 人 以 上 の 場 合 に あ っ

て は 、 十 日 ） の 範 囲 内 の 期 間  

十 三 ～ 二 十 三  （ 略 ）  

（ 介 護 休 暇 ）  

第 二 十 四 条  事 業 庁 長 は 、 病 院 事 業 職 員 が 請 求 し た 場 合

に お い て 、 公 務 の 運 営 に 支 障 が な い と 認 め る と き は 、

介 護 休 暇 （ 給 与 条 例 第 二 十 二 条 第 二 項 に 規 定 す る 介 護

休 暇 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） を 承 認 す る こ と が で き る 。 

 

 

 

 

２  給 与 条 例 第 二 十 二 条 第 二 項 の 管 理 者 が 指 定 す る 者

は 、 次 に 掲 げ る も の と す る 。  

一  二 親 等 の 血 族 及 び 配 偶 者 の 父 母 を 除 く 一 親 等 の

姻 族  

（ 介 護 休 暇 ）  

第 二 十 四 条  介 護 休 暇 は 、 病 院 事 業 職 員 が 要 介 護 者 の 介

護 を す る た め 、 勤 務 時 間 条 例 の 適 用 を 受 け る 職 員 の 例

に よ り 、 病 院 事 業 職 員 の 申 出 に 基 づ き 、 要 介 護 者 の

各 々 が 当 該 介 護 を 必 要 と す る 一 の 継 続 す る 状 態 ご と

に 、 三 回 を 超 え ず 、 か つ 、 通 算 し て 六 月 を 超 え な い 範

囲 内 で 指 定 す る 期 間 （ 以 下 「 指 定 期 間 」 と い う 。 ） 内

に お い て 勤 務 し な い こ と が 相 当 で あ る と 認 め ら れ る

場 合 に お け る 休 暇 と す る 。  
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二  病 院 事 業 職 員 と 同 居 し て い る 二 親 等 の 姻 族 及 び

病 院 事 業 職 員 と 同 居 し て い る 配 偶 者 の 父 母 の 配 偶

者  

３  給 与 条 例 第 二 十 二 条 第 二 項 の 管 理 者 が 指 定 す る 期

間 は 、 二 週 間 以 上 の 期 間 と す る 。  

４  給 与 条 例 第 二 十 二 条 第 二 項 に 規 定 す る 職 員 の 申 出

は 、 同 項 に 規 定 す る 指 定 期 間 （ 第 二 十 五 条 第 五 項 に お

い て 「 指 定 期 間 」 と い う 。 ） の 指 定 を 希 望 す る 期 間 の

初 日 及 び 末 日 を 第 二 十 五 条 第 五 項 に 規 定 す る 介 護 休

暇 簿 に 記 入 し て 、 所 属 長 に 対 し 行 わ な け れ ば な ら な

い 。  

５  前 各 項 、 第 二 十 五 条 第 五 項 及 び 第 六 項 並 び に 第 二 十

六 条 第 一 項 に 定 め る も の の ほ か 、 介 護 休 暇 に つ い て

は 、 勤 務 時 間 条 例 の 適 用 を 受 け る 職 員 の 例 に よ る 。  

（ 介 護 時 間 ）  

第 二 十 四 条 の 二  事 業 庁 長 は 、 病 院 事 業 職 員 が 請 求 し た

場 合 に お い て 、 公 務 の 運 営 に 支 障 が な い と 認 め る と き

は 、 介 護 時 間 （ 給 与 条 例 第 二 十 二 条 第 二 項 に 規 定 す る

介 護 時 間 を い う 。 次 項 、 第 二 十 五 条 第 七 項 及 び 第 二 十

六 条 第 一 項 に お い て 同 じ 。 ） を 承 認 す る こ と が で き る 。 

 

 

２  前 項 、 第 二 十 五 条 第 七 項 及 び 第 二 十 六 条 第 一 項 に 定

め る も の の ほ か 、 介 護 時 間 に つ い て は 、 勤 務 時 間 条 例

の 適 用 を 受 け る 職 員 の 例 に よ る 。  

（ 育 児 休 業 等 ）  

 

 

 

 

 

２  介 護 休 暇 の 期 間 は 、 指 定 期 間 内 に お い て 必 要 と 認 め

ら れ る 期 間 と す る 。  

 

 

 

 

 

 

 

（ 介 護 時 間 ）  

第 二 十 四 条 の 二  介 護 時 間 は 、 病 院 事 業 職 員 が 要 介 護 者

の 介 護 を す る た め 、 要 介 護 者 の 各 々 が 当 該 介 護 を 必 要

と す る 一 の 継 続 す る 状 態 ご と に 、 連 続 す る 三 年 の 期 間

（ 当 該 要 介 護 者 に 係 る 指 定 期 間 と 重 複 す る 期 間 を 除

く 。 ） 内 に お い て 一 日 の 勤 務 時 間 の 一 部 に つ き 勤 務 し

な い こ と が 相 当 で あ る と 認 め ら れ る 場 合 に お け る 休

暇 と す る 。  

２  介 護 時 間 の 期 間 は 、 前 項 に 規 定 す る 期 間 内 に お い て

一 日 に つ き 二 時 間 を 超 え な い 範 囲 内 で 必 要 と 認 め ら

れ る 期 間 と す る 。  

（ 育 児 休 業 等 ）  

第 三 十 条  事 業 庁 長 は 、 病 院 事 業 職 員 が 請 求 し た 場 合 に

お い て 、 公 務 の 運 営 に 支 障 が な い と 認 め る と き は 、 部

分 休 業 （ 給 与 条 例 第 二 十 二 条 第 二 項 に 規 定 す る 部 分 休

業 を い う 。 ） を 承 認 す る こ と が で き る 。  

第 三 十 条  事 業 庁 長 は 、 病 院 事 業 職 員 が 請 求 し た 場 合 に

お い て 、 公 務 の 運 営 に 支 障 が な い と 認 め る と き は 、 部

分 休 業 （ 当 該 職 員 が そ の 小 学 校 就 学 の 始 期 に 達 す る ま

で の 子 を 養 育 す る た め 一 日 の 勤 務 時 間 の 一 部 （ 二 時 間

を 超 え な い 範 囲 内 の 時 間 に 限 る 。 ） に つ い て 勤 務 し な

い こ と を い う 。 ） を 承 認 す る こ と が で き る 。  

２  給 与 条 例 第 二 十 二 条 第 二 項 の そ の 他 こ れ ら に 準 ず

る 者 と し て 管 理 者 が 別 に 定 め る 者 は 、 職 員 の 育 児 休 業

等 に 関 す る 条 例 （ 平 成 四 年 三 重 県 条 例 第 一 号 ） 第 二 条

の 二 に 定 め る 者 と す る 。  

 

３  前 二 項 に 定 め る も の の ほ か 、 育 児 休 業 等 に つ い て

は 、 職 員 の 育 児 休 業 等 に 関 す る 条 例 の 適 用 を 受 け る 職

員 の 例 に よ る 。  

 （ 高 齢 者 部 分 休 業 ）  

第 三 十 条 の 三  事 業 庁 長 は 、 病 院 事 業 職 員 が 申 請 し た 場

合 に お い て 、 公 務 の 運 営 に 支 障 が な い と 認 め る と き

は 、 高 齢 者 部 分 休 業 （ 給 与 条 例 第 二 十 二 条 第 二 項 に 規

定 す る 高 齢 者 部 分 休 業 を い う 。 次 項 に お い て 同 じ 。 ）

を 承 認 す る こ と が で き る 。  

 

２  （ 略 ）  

（ 配 偶 者 等 が 介 護 を 必 要 と す る 状 況 に 至 っ た 病 院 事

業 職 員 に 対 す る 意 向 確 認 等 ）  

２  病 院 事 業 庁 企 業 職 員 の 給 与 の 種 類 及 び 基 準 に 関 す

る 条 例 （ 平 成 十 年 三 重 県 条 例 第 五 十 号 ） 第 二 十 二 条 第

二 項 の そ の 他 こ れ ら に 準 ず る 者 と し て 管 理 者 が 定 め

る 者 は 、 職 員 の 育 児 休 業 等 に 関 す る 条 例 （ 平 成 四 年 三

重 県 条 例 第 一 号 ） 第 二 条 の 二 に 定 め る 者 と す る 。  

３  前 項 に 定 め る も の の ほ か 、 育 児 休 業 等 に つ い て は 、

職 員 の 育 児 休 業 等 に 関 す る 条 例 の 適 用 を 受 け る 職 員

の 例 に よ る 。  

 （ 高 齢 者 部 分 休 業 ）  

第 三 十 条 の 三  事 業 庁 長 は 、 病 院 事 業 職 員 が 申 請 し た 場

合 に お い て 、 公 務 の 運 営 に 支 障 が な い と 認 め る と き

は 、 高 齢 者 部 分 休 業 （ 病 院 事 業 庁 企 業 職 員 の 給 与 の 種

類 及 び 基 準 に 関 す る 条 例 第 二 十 二 条 第 二 項 に 規 定 す

る 高 齢 者 部 分 休 業 を い う 。 次 項 に お い て 同 じ 。 ） を 承

認 す る こ と が で き る 。  

２  （ 略 ）  

（ 配 偶 者 等 が 介 護 を 必 要 と す る 状 況 に 至 っ た 病 院 事

業 職 員 に 対 す る 意 向 確 認 等 ）  
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第 三 十 条 の 四  事 業 庁 長 は 、 病 院 事 業 職 員 が 給 与 条 例 第

二 十 二 条 第 二 項 に 規 定 す る 配 偶 者 、 父 母 、 子 、 配 偶 者

の 父 母 そ の 他 管 理 者 が 指 定 す る 者 が 当 該 病 院 事 業 職

員 の 介 護 を 必 要 と す る 状 況 に 至 っ た こ と を 申 し 出 た

と き は 、 当 該 病 院 事 業 職 員 に 対 し て 、 仕 事 と 介 護 と の

両 立 に 資 す る 制 度 又 は 措 置 （ 以 下 こ の 条 及 び 次 条 に お

い て 「 介 護 両 立 支 援 制 度 等 」 と い う 。 ） そ の 他 の 事 項

を 知 ら せ る と と も に 、 介 護 両 立 支 援 制 度 等 の 申 告 、 請

求 又 は 申 出 （ 次 条 に お い て 「 請 求 等 」 と い う 。 ） に 係

る 当 該 病 院 事 業 職 員 の 意 向 を 確 認 す る た め の 面 談 そ

の 他 の 措 置 を 講 じ な け れ ば な ら な い 。  

２  （ 略 ）  

第 三 十 条 の 四  事 業 庁 長 は 、 病 院 事 業 職 員 が 配 偶 者 等 が  

当 該 病 院 事 業 職 員 の 介 護 を 必 要 と す る 状 況 に 至 っ た

こ と を 申 し 出 た と き は 、 当 該 病 院 事 業 職 員 に 対 し て 、 

仕 事 と 介 護 と の 両 立 に 資 す る 制 度 又 は 措 置 （ 以 下 こ の

条 及 び 次 条 に お い て 「 介 護 両 立 支 援 制 度 等 」 と い う 。 ）

そ の 他 の 事 項 を 知 ら せ る と と も に 、 介 護 両 立 支 援 制 度

等 の 申 告 、 請 求 又 は 申 出 （ 次 条 に お い て 「 請 求 等 」 と

い う 。 ） に 係 る 当 該 病 院 事 業 職 員 の 意 向 を 確 認 す る た

め の 面 談 そ の 他 の 措 置 を 講 じ な け れ ば な ら な い 。  

 

 

２  （ 略 ）  

第 二 条  三 重 県 病 院 事 業 庁 職 員 服 務 規 程 の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

改   正   後  改   正   前  

（ 育 児 休 業 等 ）  

第 三 十 条  （ 略 ）  

（ 育 児 休 業 等 ）  

第 三 十 条  （ 略 ）  

２  （ 略 ）  

３  給 与 条 例 第 二 十 二 条 第 二 項 の 一 年 に つ き 管 理 者 が

指 定 す る 時 間 は 、 七 十 七 時 間 三 十 分 と す る 。  

４  前 三 項 に 定 め る も の の ほ か 、 育 児 休 業 等 に つ い て

は 、 職 員 の 育 児 休 業 等 に 関 す る 条 例 の 適 用 を 受 け る 職

員 の 例 に よ る 。  

２  （ 略 ）  

 

 

３  前 二 項 に 定 め る も の の ほ か 、 育 児 休 業 等 に つ い て

は 、 職 員 の 育 児 休 業 等 に 関 す る 条 例 の 適 用 を 受 け る 職

員 の 例 に よ る 。  

   附  則  

１  こ の 管 理 規 程 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 第 二 条 の 規 定 は 、 令 和 七 年 十 月 一 日 か ら 施 行 す る 。  

２  こ の 管 理 規 程 の 施 行 の 日 か ら 令 和 八 年 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 に お け る 部 分 休 業 の 承 認 の 請 求 を す る 場 合 に お

け る 第 二 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 三 重 県 病 院 事 業 庁 職 員 服 務 規 程 第 三 十 条 第 三 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 同

項 中 「 七 十 七 時 間 三 十 分 」 と あ る の は 「 三 十 八 時 間 四 十 五 分 」 と す る 。  
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